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障害者制度改革の推進のための基本的な方向について

(平成22年6月29日閣議決定)(抄 )

障害者制度改革の推進のための基本的な方向 (第一次意見)

(平成22年6月7日 障がい書制度改革推進会議)(抄 )

政府は、障がい者制度改革推進会議 (以下「推進会議」という。)の「障害者制度改革の推進のための

基本的な方向 (第一次意見)」 (平成22年 6月 7日 )(以下「第一次意見」という。)を最大限に尊重し、下

記のとおり、障害者の権利に関する条約 (仮称)(以下「障害者権利条約」という。)の締結に必要な国内

法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図るものとする。

3個別分野における基本的方向と今後の進め方

以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討

過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期

間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講

ずるものとする。

(4)医療

○ 精神瞳害者に対する強■llス院ヽ強椰l曖痛介ス等についてヽいわゆる「俣藷者制度1の見直し

等も含め。その在り方を検討し、平成24年内を目途にその結論を得るh

O 「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面

の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平

成23年内にその結論を得る。

○ 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総

合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24年内を目途にその結論を得る。

○ 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とする方向で検討し、平成23

年内にその結論を得る。       ・
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(推進会議の問題認識 )

障害者が地域において安心して自立した生活が送れるためには、すべての障害者が障害を理由とする差別なしに可能な限り最高水準の健康を享受

できるよう、必要な医療やリハビリテーション等が提供されなければならない。特に精神医療に関しては、医療と福祉が混在し制度上の問題を多く含ん

でいる精神保健福祉法の抜本的な改正が必要である。

【整粕臆塞者に対する職需■腱讐の目青 1,1

本人の日資をふ喜とせずに、強制的な ス諄・ 睡霧措置をルるェルが可能ルたっておこ』 騰婁者権副冬約多膳菫テ_自由の副翌ルLヽう観点から綸

討すべき問題がある_

二のだめ^聾将の日撻勝望者にせオス織制ス院^職割屋糟介■箋につ Lヽで^Lヽお6え 『健肇者割麿 :ふ含め^阜宿オベ■であえ^【厚生労

働省1

【地域医療の充実と地域生活への移行】   、
精神科病院においては、入院治療の必要がないにもかかわらず、長期入院による自立生活の困難等の問題により入院せざるを得ない、いわゆる「社

会的入院」患者が厚生労働省の統計から推定される人数でも約7万人いるといわれている。
このような現状を改善するため、入院中の精神障害者に対する退院支援の充実を図るべきである。退院支援や地域生活への移行後における医療、

生活面からのサポート(ショートステイ等を含む。)の在り方については、総合福祉部会で検討を進める。【厚生労働省】

【精神医療の一般医療体系への編入】
現行制度においては、精神疾患のある患者は、臨時応急の場合を除いて、原則として精神病室以外の病室には入院できないこととなつており、このこ

とが精神障害者とって一般医療サービスを受けることを困難にしている。また、精神科医療の現場においては、いわゆる「精神科特例」によリー般医療
に比して医師や看護師が少ない状況にある。
このような状況を踏まえ、以下を実施すべきである。

・精神医療の一般医療体系への編入の在り方について、総合福祉部会での今後の議論を踏まえ、推進会議において検討を進める。
・特に精神医療の現場における医師、看護師が一般医療より少ない現状を改善し、その体制の充実を図るため、「精神科特例」の廃止を含め、具体的

な対応策を講ずる。【厚生労働省】

【医療に係る経済的負担の軽減】
障害者は健康面における特段の配慮や対応を必要とする場合が多いが、継続的な治療等に要する費用負担が大きいため、必要な医療を受けること

が困難な状況がある。           |
このような状況を改善するため、障害者がその健康状態を保持し、自立した日常生活等を営むために必要な医療を受けたときに要する費用負担につ
ヽ¬
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保護者制度 日入院制度についての検討
(検討チーム第 3R)

1趣旨

○ 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年 6月 29日 閣議決定)

を踏まえ、保護者制度、入院制度のあり方について検討を進める。

の見直し等も含め、  |

【論点】
(1)保護者に課せられた義務の法的意義とあり方
(2)医療保護入院等入院制度のあり方                ｀

(3)そ の他

2第 3Rの検討の体制

○ 第lRのメンバーで実施。
(※ )効果的に検討をすすめるため、ピアスピーカー及び法律等アドバイザーに参力dしていただく。
(※ )論点を整理し、第3Rの議論に資するため、作業チTムを設置。

こ 検討の進め方

‐覧ョ羹訛膨咸珈隋蜆魏
○ 入院制度のあり方については、それに続いて検討する。

野における基本的方向と今後の進め方一晰瘤○

一
　

４

一
３

＜

精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」

その在り方を検討 し、平成24年内を目途にその結論を得る。

14

検討チーム第 3R 構成員
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(参考)保護者制度 腱入院制度に関する作業チーム構成

磯部 哲  (慶應大学法科大学院 准教授)

岩上 洋一 (特定非営利活動法人 じりつ 代表理事)

上原 久 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団地域活動支援センターナルド センター長)

河崎 建人 (社団法人 日本精神科病院協会 副会長 (水間病院院長))

久保野恵美子 (東北大学大学院法学研究科 准教授)

鴻巣 泰治 (埼玉県立精神保健福祉センター 主幹)

白石 弘巳(東洋大学ライフデザイン学部教授)

千葉 潜 (医療法人青仁会青南病院 理事長)

野村 忠良 (東京都精神障害者家族会連合会会長)

広田 和子 (精神医療サバイバー)

・  堀江 紀― (特定非営利活動法人世田谷さくら会理事)

町野 朔 (上智大学法学研究科教授)

良田 かおり (特定非営利活動法人全国精神保健福祉会連合会事務局長)

六本木 義光 (岩手県県央保健所長)

(敬称略)

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム (第3R)
開催スケジュール (予定)

◆ 検討チームにおける保護者制度に関する論点 (案 )の提示に向け、

1月 7日 (金 )、 1月 20日 (木 )及び2月 9日 (火 )の 3回、作業チームを

開催する。
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◆ 第2回検討チームに向け、2～ 3回程度作業チームを開催する。

【第3回以降】

○ 保護者制度に関する方向性の整理に向けた検討

◆ 必要に応じ、作業チームを開催する。
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